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改正案 現行 

Ⅳ 指定紛争解決機関の監督上の評価項目 

Ⅳ－１ 紛争解決等業務の運営態勢 

Ⅳ－１－５ 利用者等に関する情報の管理 

（１）意義 

指定機関においては、紛争解決等業務を行う過程において利

用者の個人情報を含む様々な情報を把握することになるが、これ

らの情報が漏えい等した場合、利用者に多大な不利益をもたらす

とともに、金融ＡＤＲ制度に対する信頼を失う原因ともなること

から、その適切な管理を行うことが必要である。 

このため、指定機関においては、紛争解決委員及び役職員又は

これらの職にあった者に対する秘密保持義務の遵守が定められて

いる（金商法第156条の41第１項）。また、指定機関は、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第５項に規

定する個人情報取扱事業者として、同法、個人情報の保護に関す

る法律についてのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外

国にある第三者への提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の

確認・記録義務編）及び同ガイドライン（仮名加工情報・匿名加

工情報編）、金融分野における個人情報保護に関するガイドライ

ン及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安

全管理措置等についての実務指針に基づいて、適切な個人情報の

取扱いを確保するための措置を講ずる必要がある。 

 

 

（２） （略） 

Ⅳ 指定紛争解決機関の監督上の評価項目 

Ⅳ－１ 紛争解決等業務の運営態勢 

Ⅳ－１－５ 利用者等に関する情報の管理 

（１）意義 

指定機関においては、紛争解決等業務を行う過程において利

用者の個人情報を含む様々な情報を把握することになるが、これ

らの情報が漏えい等した場合、利用者に多大な不利益をもたらす

とともに、金融ＡＤＲ制度に対する信頼を失う原因ともなること

から、その適切な管理を行うことが必要である。 

このため、指定機関においては、紛争解決委員及び役職員又は

これらの職にあった者に対する秘密保持義務の遵守が定められて

いる（金商法第156条の41第１項）。また、指定機関は、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第５項に規

定する個人情報取扱事業者として、同法、個人情報の保護に関す

る法律についてのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外

国にある第三者への提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の

確認・記録義務編）及び同ガイドライン（匿名加工情報編）、金

融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成21年金

融庁告示第63号）及び金融分野における個人情報保護に関するガ

イドラインの安全管理措置等についての実務指針（平成17年金融

庁告示第１号）に基づいて、適切な個人情報の取扱いを確保する

ための措置を講ずる必要がある。 

 

（２） （略） 

 


